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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第５号をもって進めます。

日程第１ 発言取消しの件

○議長（小松穂積） 日程第１、発言取消しの件を議題といたします。

お諮りいたします。佐藤誠議員から、９月６日の本会議の一般質問における発言に

ついて、会議規則第６５条の規定により発言取消申出書が提出されております。取り

消すべき発言の内容としては、御配付しております発言取消申出書の下線部分を取り

消したいとの申出があります。本件は、申出のとおり許可することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、佐藤誠議員からの発言の取消し

の申出を許可することに決しました。

日程第２ 議案第７４号から第８５号まで並びに報告第１７号及び第１８号

を一括上程

○議長（小松穂積） 日程第２、議案第７４号から第８５号まで並びに報告第１７号及

び第１８号を一括して議題といたします。

これより議案の説明を求めます。

初めに、鈴木総務企画部長の説明を求めます。鈴木総務企画部長

【総務企画部長 鈴木健 登壇】

○総務企画部長（鈴木健） おはようございます。

私からは、議案第８１号字の区域の変更について御説明いたします。

恐れ入りますが、議案書の１０ページをお願いいたします。

本議案は、地方自治法第２６０条第１項の規定により、字の区域を下記の表のとお

り変更するものであります。
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変更する字の区域は、男鹿市五里合中石字月夜前及び字城ノ上の一部を男鹿市五里

合中石字疋沢とするなど、１０ページから１９ページまでに記載しております２５の

字で、秋田県が施行しました五里合地区農地集積加速化基盤整備事業の施行に伴い、

同事業の施行区域内の字の区域を、整備後の区画に基づいた区域に変更するものであ

ります。

なお、この効力は、地方自治法施行令第１７９条の規定により、土地改良法の規定

による換地処分の公告があった日の翌日から生ずるもので、換地処分の公告は、明年

３月の予定と伺っております。

以上で説明を終わらせていただきますが、御可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（小松穂積） 次に、佐藤市民福祉部長の説明を求めます。佐藤市民福祉部長

【市民福祉部長 佐藤孝悦 登壇】

○市民福祉部長（佐藤孝悦） おはようございます。

私からは、議案第８０号男鹿市立保育園の指定管理期間の変更について御説明させ

ていただきます。

恐れ入りますが、議案書の８ページをお開き願います。

本議案は、男鹿市立保育園の指定管理期間を変更するため、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。

管理を行わせる公の施設の名称は、議案に記載の７園であります。

次のページをお願いします。

指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人男鹿保育会 理事長 大渕宏道。

指定の期間は、「平成３０年４月１日から令和６年３月３１日まで」を「平成３０

年４月１日から令和７年３月３１日まで」に変更するものであります。

提案理由は、船越こども園新築工事の工事期間が当初予定の「令和６年３月まで」

から「令和７年２月まで」に変更になったことに伴い、指定管理期間を１年間延長す

るものであります。

以上で説明を終わらせていただきますが、御可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（小松穂積） 次に、田村企業局長の説明を求めます。田村企業局長
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【企業局長 田村力 登壇】

○企業局長（田村力） おはようございます。

企業局にかかる議案について御説明いたします。

議案書の６ページをお願いいたします。

議案第７９号和解及び損害賠償額の決定についてであります。

本議案は、本年１月、男鹿市北浦湯本の家屋において、所有者から冬期間の上水道

の閉栓依頼を受け、企業局の委託作業者が閉栓作業を行ったところ、止水栓が完全に

閉まりきっておらず、今冬の寒波により屋内配管が凍結・破損し、家屋内で漏水が発

生したことにより、家屋及び家財に損害を与えたことについて、和解し、及びその損

害賠償額を定めるため、議会の議決を求めるものであります。

１、和解の相手方ですが、本日、議場で配付させていただいております議案第７９

号資料に記載のとおりでございます。

こちらの資料につきましては、本会議終了後、回収させていただきますので、お持

ち帰りにならないようお願い申し上げます。

２、和解の要旨及び損害賠償額ですが、男鹿市は、相手方に対し、損害賠償として

６２２万９，５２５円を支払う。

上記内容により、男鹿市と相手方の間には何ら債権債務がないことを確認する。と

いうものでございます。

賠償額の内容としましては、建物の復旧工事で、壁や天井張り替えなど約５００万

円、残り約１２０万円につきましては、家電製品などの家財であります。

賠償金の支払いについては、５２４万７，１３０円を公益社団法人日本水道協会の

水道賠償責任保険で対応、残り９８万２，３９５円を今般の９月補正予算に計上し、

賠償する予定としております。

以上で議案第７９号の説明を終わります。御可決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（小松穂積） これより議案に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

次に、議案第７９号から第８１号までについては、御配付いたしております議案付
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託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

日程第３ 予算特別委員会設置、付託

○議長（小松穂積） 日程第３、予算特別委員会の設置を議題といたします。

お諮りいたします。予算に関する件を審査、調査することを特定事件とし、委員会

条例第６条の規定に基づき、議員１６人で構成する予算特別委員会を設置したいと思

います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、予算に関する件を審査、調査す

ることを特定事件とし、委員会条例第６条の規定に基づき、議員１６人で構成する予

算特別委員会を設置することに決しました。

さらにお諮りいたします。議案第８２号から第８５号までについては、予算特別委

員会へ付託することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、議案第８２号から第８５号まで

については、予算特別委員会へ付託することに決しました。

日程第４ 決算特別委員会設置、付託

○議長（小松穂積） 日程第４、決算特別委員会の設置を議題といたします。

お諮りいたします。議案第７４号から第７８号までについては、委員会条例第６条

の規定に基づき、議会選出監査委員を除く議員１５人の委員で構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、議案第７４号から第７８号まで

については、議会選出監査委員を除く議員１５人の委員で構成する決算特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することに決しました。

なお、決算特別委員会は、９月１２日、午前１０時より議事堂に招集いたします。

以上、告知いたします。
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○議長（小松穂積） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（小松穂積） お諮りいたします。９月１１日から２１日までは議事の都合によ

り休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（小松穂積） 御異議なしと認めます。よって、９月１１日から２１日までは議

事の都合により休会とし、９月２２日、午後２時より本会議を再開し、各委員長の報

告を求めることにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時１３分 散 会
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